
 
                                                                     

（令和７年２月 26 日発表） 

                   

大学生制作の若年女性向け女性相談啓発ポスターの掲示 

別紙資料  有 

 

◆アピールポイント 

〇大学連携による地域課題への取組として、静岡福祉大学が若年女

性向けの女性相談啓発のポスターを制作しました。（しずおか中部

連携中枢都市圏地域課題解決事業） 

 
 
 
 
 
◆内容など 

 

 

 

   

１ 背景 

・静岡市では、各区福祉事務所における「女性相談」や、市女性会館

における「女性のための総合相談」など、様々な相談機関を設置し、

相談を受付け、支援につなげています。 

・一方で、市のアンケートによると、相談をためらった経験がある人

は約半数（43％）にのぼっています。 

・相談をためらう主な理由は、「相談しても解決しないと思った

（46％）」、「悩みをうまく言葉にできる自信がなかった（38％）」、

「どこで相談を受け付けているかが分からない（25％）」です。ま

た、問題があることを認識していない人もいます。 

２ 課題 

・相談に至っていない女性を相談に繋げる「きっかけ」が必要です。 

・特に若年女性が市の相談につながっていません。 

３ 課題に対するアプローチ 

相談のきっかけになるようにポスター（別紙資料のとおり）を制作

し、市内の公共機関や、病院、薬局、商業施設に掲示しています。 

４ 制作した学生からのコメント 

共感で人を惹き付けるデザインはどんなものか、皆で試行錯誤をし

ながら制作を進めました。「女の子」に対して私たちが直接にできる

ことは少ないですが、共感してもらえるようなポスターによって、

『あなたはひとりじゃない』と伝えたいです。 

◆関連 

令和６年４月１日に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法

律」が施行されました。この取組は困難な問題を抱える女性への支援

の一環として実施しており、現在市の計画を策定中です。 

（令和７年２月７日発表報道資料）「困難な問題を抱える女性への支

援に関する基本計画案」に関するパブリックコメントの実施 

【問合せ】男女共同参画・人権政策課 

(静岡庁舎 15 階) 
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